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木津川市児童発達支援センター条例の制定について 

 

木津川市児童発達支援センター条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

                木津川市長 谷口 雄一   

 

 

 

 

 

提案理由 

「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）」第４３条の規定に基づく児童発達支

援センターを令和６年４月に開設するに当たり、当該センターの設置及び管理に関し

必要な事項を定め、併せて、相楽療育教室を廃止するため、本条例を制定するもので

す。 

 

 

  



木津川市条例第   号 

 

   木津川市児童発達支援センター条例（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律１６４号。以下「法」という。）

第４３条に規定する児童発達支援センター（以下「センター」という。）の設置及

び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置 

相楽児童発達支援センター 木津川市木津清水２７番地１１ 

 （事業） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

 （１） 法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援に関する事業（以下「児

童発達支援事業」という。） 

 （２） 法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関する事業（以下

「保育所等訪問支援事業」という。） 

（３） 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援に関する事業（以下「障

害児相談支援事業」という。） 

 （４） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１９項に規

定する計画相談支援に関する事業（以下「計画相談支援事業」という。） 

 （５） 前４号に掲げるもののほか、発達の支援が必要な児童に対する機能訓練、

当該児童の保護者に対する発達に関する相談その他市長が必要と認める事業 

 （利用資格） 

第４条 事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当

該各号に定める者とする。 



 （１） 児童発達支援事業 次のア及びイのいずれにも該当する者 

  ア 法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定を受けた保護者に係る障 

害児又は法第２１条の６の規定による措置に係る障害児 

イ 原則として１歳以上の小学生就学前の者であって、保護者とともに通所でき 

るもの 

 （２） 保育所等訪問支援事業 前号アに該当する者 

 （３） 障害児相談支援事業 法第２４条の２６第１項に規定する障害児相談支援 

対象保護者 

 （４） 計画相談支援事業 障害者総合支援法第５１条の１７第１項に規定する計 

画相談支援対象障害者等の保護者 

 （５） 前条第５号に掲げる事業 発達に関する支援が必要と市長が認める者 

（利用手続） 

第５条 事業を利用しようとする者（児童にあっては、その保護者。以下同じ。）は、

市長に申込みを行わなければならない。 

２ 事業を利用している者が、事業の利用を中止する場合又は前条の規定に該当しな 

くなった場合は、当該利用者（児童にあっては、その保護者）は市長に届け出なけ 

ればならない。 

 （利用の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限すること 

ができる。 

 （１） 事業の定員に余裕のないとき。 

 （２） 事業の利用者が感染症にかかったとき、又はその疾患が他のセンターを利 

用する者に感染するおそれがあると認めるとき。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。 

（使用料等） 

第７条 事業を利用しようとする者の保護者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、

当該各号に定める額の使用料等を納付しなければならない。 

（１） 児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業 法第２１条の５の３第２項 



第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条 

第１項に規定する通所特定費用について、実費に相当する額の範囲内で別に定 

める額 

（２） 障害児相談支援事業 法第２４条の２６第２項に規定する内閣総理大臣が 

定める基準により算定した費用の額 

（３） 計画相談支援事業 障害者総合支援法第５１条の１７第２項に規定する主 

務大臣が定める基準により算定した費用の額 

（使用料等の減免） 

第８条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料等を減免することが

できる。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （木津川市児童発達支援事業所条例の廃止） 

２ 木津川市児童発達支援事業所条例（平成２４年木津川市条例第６号）は、廃止す

る。 

（木津川市児童発達支援事業所条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際、廃止前の木津川市児童発達支援事業所条例の規定により、

なされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続そ

の他の行為とみなす。 

 （木津川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

４ 木津川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

９年木津川市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 



 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

職名 
支給

区分 
報酬の額 

（略） 

１３ 児童

発達支援セ

ンター嘱託

医 

年額 

基

本

額 

２２

４，０

００円

／所 

加

算

額 

１，０

００円

／人 

（略） 
 

職名 
支給

区分 
報酬の額 

（略） 

１３ 相

楽療育教

室嘱託医 

年額 

基

本

額 

２２

４，０

００円

／所 

加

算

額 

１，０

００円

／人 

（略） 
 

 （経過措置） 

５ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）が障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４

号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（以下「第４号施行日」という。）

前となる場合には、施行日から第４号施行日の前日までの間における第３条第４号

の規定の適用については、同条中「第５条第１９項」とあるのは、「第５条第１８

項」とする。 

 （準備行為） 

６ この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うこ

とができる。 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第５４号 木津川市児童発達支援センター条例の制定につ
いて 

担 当 課 社会福祉課 障害者福祉係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

児童福祉法第４３条の規定に基づく児童発達支援センターを
令和６年４月に開設するに当たり、当該センターの設置及び管理
に関し必要な事項を定め、併せて、相楽療育教室を廃止するため、
本条例を制定するものです。 

提案に至るまでの経緯 

・課内で協議・検討を行い、条例案を作成 
・調整会議（１０月１９日） 
・政策会議（１０月２５日） 

市 民 参 加 の 状 況 

■有  □無 

・障がい児者の生活を支援し、地域の課題解決を目的として、山
城南圏域の市町村、京都府、障がい福祉に関わる関係団体等で構
成される山城南圏域障害者自立支援協議会において、地域におけ
る児童発達支援センターの在り方について協議を行った。 
・相楽療育教室利用児童保護者へアンケート調査を実施。 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづ
くり 

政 策 分 野 ４ 福祉 

施 策 
③ 障がい者福祉 
ア．障がい者福祉の計画的な推進 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

■単年度（令和６年度） 
□複数年度（  年度） 

44,223 千円 児童発達支援センター運営事業費（仮） 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 児童発達支援センターの設置により、障がい児及びその保護者
への支援体制を強化し、障がい児を預かる施設・教育・保育等と
の連携の充実により、地域社会への参加、包容の推進を図ります。 

 


